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区民協働交流センターの機能および管理運営について 

 

１ 区民協働交流センターの設置の経緯  

  練馬区区民との協働指針（平成22年３月策定）において、協働を進めるために協働の

主体がいきいきと活動できる環境の整備が必要であり、この環境の整備の一つとして、

多様な活動主体の活動・交流や情報の発信、地域活動について相談できる場を整備し、

各活動主体をさまざま形で支援するとしている。 

  また、この指針に基づき、練馬区長期計画（平成22年度～平成26年度）では、協働

の拠点の整備を計画化し、練馬駅北口区有地活用事業計画（平成22年７月策定）におい

て、区民・産業プラザの一つとして、区民協働交流センターを整備することとした。 

  区民・産業プラザの整備に当たっては、平成22年９月に区民・産業プラザ整備基本方

針を策定し、平成26年５月の開設に向け、整備を進めているところである。 

 

２ 区民協働交流センターの施設概要〔予定〕 

（１）多目的室 

・定員16～20人×２室 

   ・可動式の椅子、机、ホワイトボードを配置 

・貸し出し備品としてスクリーン、プロジェクター、パソコンを準備 

（２）交流スペース 

 ・４～６人が腰かけて打ち合わせ等ができる可動式の机と椅子 ５セット程度配置 

 ・可動式のパンフレットスタンド、ポスター等の掲示パネルを配置 

（３）作業スペース 

 ・コピー機、・印刷機、・拡大機、・折り機、・作業台１台、 

・メールボックス兼ロッカー３０～４０台 

（４）喫茶・軽食コーナー 

 ・可動式の丸テーブルと椅子 ５セット程度  

（５）受付カウンター 

   ・利用案内、相談受付などを行うローカウンターと椅子 

 

３ 区民協働交流センターの基本的な役割と主な機能 

  別紙１のとおり 
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４ 施設の管理・運営に関する基本事項 

（１）建物の維持管理 

   区民・産業プラザとして指定管理者制度を導入、施設の維持管理を委ねる 

（２）運営形態 

   区直営（一部委託） 

（３）利用対象者 

   地域活動団体および区民を優先しつつ、利用制限は設けない 

（４）開館日 

   通年（年末年始、保守点検日を除く） 

（５）利用時間 

   午前９時～午後１０時 

   ただし、窓口業務については、曜日・時間により対応が異なる。 

（６）利用方法 

団体登録を行い、登録して使用できる場所と、登録なしに自由に使える場所を設け 

る。また、登録の有無により優先順位を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

   

   ◎…優先利用可 ○…利用可 ×…利用不可 

（７）団体登録の要件 

公益的な活動をしている団体 

公益的な活動…区民が自主的、自発的に行う非営利の活動であり、不特定多数の利

益の増進に寄与することを目的とした活動とする。 

   ※該当しない活動 

   ・営利目的の経済活動、宗教活動、政治活動 

   ・生涯学習や個人の趣味的な活動、構成員相互の利益を目的とした共益的、互助的

活動（趣味のサークル、同窓会、会員だけで行う学習会） 

（８）登録団体の情報公開 

   登録団体については「団体紹介シート」（別紙２）を作成してもらい、区民協働交流

センターの窓口での閲覧およびホームページへの掲載を行う。 

 登録あり 登録なし 

多目的室 ◎ ○ 

交流スペース ○ ○ 

事務機器 ◎ ○ 

メールボックス ◎ × 

ポスター掲示 ○ ○ 

パンフレットスタンド ○ ○ 
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（９）運営形態詳細 

① 区（地域振興課）が実施する事業 

   ア 掲示板、パンフレットスタンド、机、椅子、メールボックスの維持管理 

   イ 区が実施している協働施策に関する情報の発信 

   ウ 町会・自治会に関する案内・相談業務 

   エ 貸し出し備品の維持管理 

   オ 協働のコーディネーターの育成・確保 

   カ 活動主体と区の所管課との協働に関する連絡・調整 

   キ 協働に関する国や他の地方自治体の取り組みの情報収集・発信 

② 委託で実施する事業 

   ア 窓口業務 

     別紙３のとおり 

イ 活動主体を対象とした交流会の開催 

  …活動主体同士の出会いの場、情報交換の機会となる交流など 

ウ 団体の運営基盤の強化や活動の活性化につながる講座等の開催 

  ・ＮＰＯに関する基本的な講座の開催 

…ＮＰＯとボランティアの違い、ＮＰＯのメリット、デメリット、立ち上げに

必要な人材、申請方法など 

  ・ＮＰＯのマネジメントに関する講座の開催 

…助成金申請、資金開拓、行政や民間との協働、会計、税務、労務など 

    ・ＮＰＯの広報戦略に関する講座の開催 

     …チラシの作成、フェイスブック・ツイッタ—などＩＴを活用した団体の活動

のＰＲなど 

   エ 協働の普及・啓発や理解を深めるための講座等の開催 

     …協働の意味や意義の啓発、協働の実践例の紹介など、 

オ NPO等に関する情報の収集・提供・発信 

・ＮＰＯ等に関する情報の収集・整理・発信 

・NPOニュースの発行（月１回）を通じた情報の発信 

・ホームページ、フェイスブック、ツイッターなどを活用した情報の受発信 

カ 多目的室の貸し出し 

  ・区民産業プラザの貸施設との指定管理者が一体的な管理を行う 

 

５ 練馬区区民協働推進会議との関係 

  区民協働交流センターにおいて実施する事業については、練馬区区民協働推進会議か

らのご意見を伺いながら組み立てていく。また、事業の実施状況については報告を行い、

助言等をいただきながら次への展開を図っていく。 


